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　本計画では、会津若松市市営住宅条例に規定されている市営住宅（公営住宅、改良住宅、更新住宅、
特定公共賃貸住宅）及び共同施設を対象とします。
　対象住宅は、令和２年４月１日現在で、25団地、258 棟、2,517 戸になります。

　公営住宅：市が公営住宅法に基づき建設した住宅
　改良住宅：市が住宅地区改良法に基づく住宅地区改良事業により建設した住宅
　更新住宅：改良住宅等建替事業により建て替えられた住宅
　特定公共賃貸住宅：市が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の基準に従い
　　　　　　　　　　建設した住宅
　共同施設：公営住宅法または住宅地区改良法で規定されている施設
　　　　　　（集会所、公園等）

　団地別・住棟別の基礎的項目、事業手法の選定に必要な項目、維持管理の計画に必要な項目を、
次の表に示します。	

第５章　長寿命化計画の対象と事業手法の選定

１．対象

２．団地別・住棟別状況の把握
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　策定指針において示されている「事業手法の選定フロー」に基づき、団地別・住棟別の事業手法
を選定します。
　中長期的な需要見通しを踏まえること、改善事業により既存ストックの長寿命化を図ることを優先
すること、現行の耐震基準を満たさないなど、安全性の確保に課題のある団地・住棟の事業を優先
的に実施すること、他の団地と集約・再編することなどを考慮しています。

３．団地別・住棟別の事業手法の選定

出典：公営住宅等長寿命化計画策定指針（平成 28 年８月改定　国土交通省）
27 

■事業手法の選定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②１次判定：団地の管理方針と住宅改善の必要性・可能性に基づく団地・住棟の事業手法の仮
．
設定 

②-2 住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性 ②-1 団地敷地の現在の立地環境等の社

会的特性を踏まえた管理方針 
必要 不要 

可能 不可能 

居住性に係る 
評価項目の決定 

必要 不要 

躯体・避難の 
安全性に係る改善 

の必要性 

ⅰ）～ⅲ）

全てが活用

に適する 左記以外 

居住性に係る
改善の必要性 

④３次判定：計画期間における事業手法の決定 

④-2 事業費の試算及び事業実施時期の調整検討 

③２次判定：１次判定において事業手法・管理方針の判断を留保した団地・住棟の事業手法の仮
．
設定 

④-4 計画期間における事業手法の決定 
・長期的な管理の見通しに基づき、計画期間（10年以上）内における最終的な事業手法を決定する。 

・改善を実施する住棟は、住棟の物理的特性等を踏まえ、全面的改善か個別改善かを決定する。 

・計画期間内の事業予定を、公営住宅等ストックの事業手法別戸数表（P.25）及び様式１～３（P.52）として整理する。 

問題あり 問題なし

④-1 集約・再編等の可能性を踏まえた団

地・住棟の事業手法の再判定 
 

・集約や再編等の検討対象となり得る団地や、異

なる事業手法に判定された住棟が混在する団

地等は、効率的な事業実施のため、必要に応じ

て建替や改善等の事業手法を再判定する。 
・あわせて、効率的な事業実施や地域ニーズへの

対応等の観点から総合的な検討を行う。 

 改善不要 改善が必要 
優先的な対応が必要 

（改善可能） 

優先的な対応が必要 

（改善不可能） 

継続管理する団地 維持管理 改善 建替 
優先的な 

改善 

優先的な 

建替 
優先的な建替 

当面管理する団地 

（建替を前提としない） 

当面 

維持 

管理 

用途 

廃止 

改善し 

当面維持

管理 

用途 

廃止 

優先的に 

改善し当面

維持管理 

優先的な 

用途廃止 
優先的な用途廃止 

②-2 

②-1 
改善不要 改善が必要 

優先的な対応が必要 

（改善可能） 

優先的な対応が必要 

（改善不可能） 

継続管理する団地 維持管理 改善、又は建替 
優先的な改善、 

又は優先的な建替 
優先的な建替 

継続管理について 

判断を留保する団地 

維持管理、 

又は用途廃止 

改善、建替、 

又は用途廃止 

優先的な改善、 

優先的な建替、又は 

優先的な用途廃止 

優先的な建替、 

又は 

優先的な用途廃止 

 

■ 事業実施時期の調整 

・事業費が時期的に偏在する等、試算結果に問題がある場合は、事
業実施時期を調整して改めて試算し、問題がないか確認を行う。 

■ 事業費の試算 

・中長期的な期間（30 年程度）のうちに想定される新規整備、改善、建替
等に係る年度別事業費を試算する。 

【Ｂグループ】 

③-2 将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定 
・将来のストック量推計を踏まえ、「継続管理する団地」又は

「当面管理する団地（建替を前提としない）」の判定を行い、

事業手法を仮設定する。新規整備の検討も行う。 

【Ａグループ】 
③-1 LCC 比較や当面の建替事業量の試算を踏まえた事業

手法の仮
．
設定 

・改善事業と建替事業の LCC 比較や、計画期間内の建替事業量

の試算を踏まえ、改善か建替かを仮設定する。 

事業実施時期の決定 及び 年度別事業費の試算 

④-3 長期的な管理の見通しの作成【30 年程度】 
全団地・住棟の供用期間、事業実施時期等を示した概ね 30 年程度の長期的な管理の見通しを作成する。 

躯体・避難の 
安全性に係る改善

の可能性 

ⅰ）需要 
ⅱ）効率性
ⅲ）立地 

①公営住宅等の需要の見通しに基づく将来のストック量の推計【中長期】 

新規 

整備 

③-2 
③-1 
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（１）市営住宅の需要の見通しに基づく将来のストック量の推計
　市営住宅の需要の見通しの検討にあたっては、まず、将来のある時点における世帯数等の推計
を基に、市営住宅の入居資格を有する収入区分の世帯数を推計し、そのうち自力では最低居住面
積水準を達成することが著しく困難な年収である世帯（以下「住宅確保要配慮世帯」という。）の
世帯数を推計します。この推計手法を「ストック推計」といいます。
　ストック推計は、策定指針に示されている「ストック推計プログラム」にて算定します。
　このストック推計により算定される結果は、将来のある時点（目標年次）における県営・市営な
どの公営住宅や民間賃貸住宅等を含めた全ての借家に居住する住宅確保要配慮世帯の世帯数を
示しています。
　この結果をもとに、県営住宅の供給戸数の見込みや民間賃貸住宅等の状況などを考慮したうえ
で、将来の市営住宅のストック量を検討します。

１）将来の「住宅確保要配慮世帯の世帯数」の推計結果
　策定指針に示されている「ストック推計プログラム」に基づき、本市の将来における「住宅確
保要配慮世帯数」を推計した結果は以下のようになります。

　住宅確保要配慮世帯数は、一般世帯数の減少に伴い、令和２年度の 4,052 世帯から令和22年
度には2,934世帯（令和２年度との比率：72.4％）に減少する見通しとなっています。

使用データ：総務省「国勢調査」（2000（平成12）年、2005（平成17）年、2010（平成 22）年、2015（平成 27）年	）
　　　　　　　　　「住宅・土地統計調査」（2003（平成15）年、2008（平成 20）年、2013（平成 25）年、2018（平成 30）年	）
　　　　　　　　　「家計調査年報」（2007（平成19）年～2019（令和元）年）
　　　　　		国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）」（2019 年推計）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「日本の地域別将来推計人口」（平成 30（2018）年推計）

一般世帯数と住宅確保要配慮世帯数 ※R2.4.1現状値

単位：年度 令和２年度 令和７年度 令和 12年度 令和 17年度 令和 22年度

一般世帯数 50,087 ※ 48,669 46,763 44,450 41,788
住宅確保要配慮

世帯数 4,052 3,701 3,347 3,070 2,934

割合 8.1％ 7.6％ 7.2％ 6.9％ 7.0％
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２）会津若松市の住宅ストックの概況の把握
　本市の居住世帯のある住宅は49,210戸となっており、公営の借家としては、3,270戸の調査値と
なっています。なお、令和2年 4月1日現在の公営借家実数は、市営住宅 2,517 戸、県営住宅1,234
戸、復興住宅134戸（合計3,885戸）となっています。
　また、13,130戸の民間借家（民間賃貸住宅）があるものの、都市再生機構（UR)・公社の借家
は整備されていません。
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３）「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」数の算定
　本市においては、UR・公社借家は整備されていないことから、民間賃貸住宅（民営借家）のみを
対象として算定を行うこととします。

　「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」の考え方
　本市の住宅扶助費一般基準上限額を考慮し、１人世帯は 30,000 円未満、２人以上の世帯につ
いては、40,000 円未満を「低廉な家賃」と考えます。また、住宅面積が 30㎡以上（２人世帯の最
低居住面積水準は上回るストックを対象）であることに加えて、耐震性が確保されていると考えられ
る昭和 56 年以降に建設されたストックを「一定の質」と考えます。

①上記表の網掛け部分のストック＝1,660戸
②昭和 56 年以降に建設された民営借家率＝68.5％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	（平成 30 年住宅・土地統計調査　基本集計 6-2 表より）

　「低廉な家賃かつ一定の質」を確保した民間賃貸住宅　①×②＝1,137 戸
　（民間賃貸住宅における「低廉な家賃かつ一定の質」の比率＝1,137 戸／13,130戸＝8.6％）

会津若松市の住宅扶助費一般基準上限額

延べ面積区分・家賃帯別借家数

資料：平成 30 年住宅・土地統計調査　基本集計131表

級地 １人 ２人 ３～ 5人 6人 7人以上

3級地 33,000 円 40,000 円 43,000 円 46,000 円 51,000 円

総数 1万円
未満

1～ 2万円
未満

2～ 3万円
未満

3～ 4万円
未満

4～ 6万円
未満

6～ 8万円
未満

8～ 10万
円未満

10 万円
以上

29㎡以下 4,060 - 70 550 1,300 1,350 410 - -

30 ～ 49㎡ 4,340 110 130 140 940 2,450 570 - -

50 ～ 69㎡ 3,100 110 20 30 490 1,280 1,060 90 -

70 ～ 99㎡ 920 30 40 110 180 150 280 90 30

100 ～ 149㎡ 440 160 30 30 10 110 60 20 -

150㎡以上 280 - - 30 10 120 110 - -
民営借家
（専用住宅） 13,130 400 290 890 2,930 5,460 2,510 200 30
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４）住宅確保要配慮世帯への対応と目標管理戸数の設定
　令和22 年度までの住宅確保要配慮世帯の世帯数（＝需要量）の推移とともに、将来の一般世
帯数の減少等を勘案しつつ、受け皿となる公営住宅や低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃
貸住宅（＝対応可能量）の推移を整理すると次のとおりとなります。

　令和22年度の住宅確保要配慮世帯の世帯数は、2,934世帯と推計されています。一方で、公営
住宅等は対象世帯と連動して減少すると想定すると、市営住宅が1,823戸、県営住宅が 894戸の
合計2,717 戸になります。また、民間賃貸住宅においては、総世帯数に連動して減少すると想定す
ると、「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」が1,288戸存在するものと考えられ
ます。上記の対応戸数を合計すれば、需要量を上回る4,005戸であることが確認できます。
　上記の検証結果において、需要量に対して対応可能量が上回っていることから、今後建替事業に
伴い管理戸数を削減していく予定であること、これまで用途廃止予定としていた住宅を計画的に廃止
していくことを踏まえ、令和12年度時点での市営住宅の管理戸数を約2,000戸と設定します。

年度 令和 2年度 令和 7年度 令和 12年度 令和 17年度 令和 22年度 備考

需
要
量
の
推
計

推計総世帯
数 50,087 ※ 48,669 46,763 44,450 41,788 ※ R2.4.1 現状値。

推計対象世
帯数 4,052 3,701 3,347 3,070 2,934

総世帯数に
対する割合 （8.1％） （7.6％） （7.2％） （6.9％） （7.0％）

対
応
戸
数
の
想
定

公
営
住
宅
等

市
営
住
宅

2,517 2,299 2,079 1,907 1,823
対象世帯と同じ減少割合で
管理戸数を減少させるもの
と想定し、各年度の戸数を
設定。

県
営
住
宅

（
復
興
住
宅
を
除
く
）

1,234 1,127 1,019 935 894
対象世帯と同じ減少割合で
管理戸数を減少させるもの
と想定し、各年度の戸数を
設定。

小計 3,751 3,426 3,098 2,842 2,717

低
廉
な
家
賃
か
つ
一
定
の
質
が

確
保
さ
れ
た
民
間
賃
貸
住
宅

民
間
賃
貸

住
宅 1,137 1,105 1,062 1,009 949

総世帯数と連動して減少し
ていくものと想定し、各年
度の推計値を設定。

賃
貸
用
の
空
家

406 395 379 360 339

賃貸用の空家のうち、低廉
な家賃かつ一定の質が確保
されたストックが存在する
と仮定。（8.6％）
総世帯数と連動して減少し
ていくものと想定し、各年
度の推計値を設定。

小計 1,543 1,500 1,441 1,369 1,288

合計 5,294 4,926 4,539 4,211 4,005

対応戸数－対象世帯数 1,242 1,225 1,192 1,141 1,071

令和２年度管理戸数　2,517 戸　⇒　令和 12 年度管理戸数　約 2,000 戸（約２割減）
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（２）１次判定：団地の管理方針と住宅改善の
　　　　　　　　　　　必要性・可能性に基づく団地・住棟の事業手法の仮設定

　１次判定では、「団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針」と「住棟の現
在の物理的特性による改善の必要性・可能性」の２段階の検討から事業手法を仮設定します。

１）団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針
　社会的特性に係る現在の評価に基づき、団地の将来的な管理方針を判定します。現在の団地の
需要、効率性、立地を評価し、原則として、全ての評価項目が活用に適する場合は「継続管理する
団地」とし、いずれかの評価項目が活用に適さない場合は「継続管理について判断を留保する団地」
とします。また、活用に適する評価要素と活用に適さない評価要素が混在することが考えられますが、
個々の団地の状況等に留意し、総合的に勘案して当該団地の将来的な管理方針を判定します。

　①評価内容
　ⅰ）需要
・応募倍率及び空家率の状況等により、需要を評価をします。
・応募倍率の高い団地や空家率の低い団地は、「需要がある」と判断し、団地を継続管理するこ
とに適するものと評価します。なお、応募倍率が低く、空家率が高い団地であっても、近隣の
団地の状況等を踏まえて評価します。

　ⅱ）効率性
・敷地の高度利用の可能性等を検討し、建替事業の効率性を評価します。
・団地に係る法規制（用途地域、指定容積率、日影規制、高度地区等）、団地の敷地規模及び
形状等により高度利用の可能性等がある場合は、団地を継続管理することに適するものと評価
します。

　ⅲ）立地
・鉄道やバス等の公共交通機関が近接している、公益施設や生活利便施設、教育施設等が近接
しているなど利便性が高い場合は、団地を継続管理することに適するものと評価します。
・地域バランス確保の観点から、団地の継続管理の必要性について評価します。例えば、ある一
定のエリア内に存する唯一の団地である場合は、地域の市営住宅の需要を支える団地として継
続管理することが考えられます。
・団地が建築基準法第 39 条の災害危険区域及びその他の法令等に基づき、災害の発生により
住民等の生命または身体に危害が生ずる恐れがあると認められる区域内（以下「災害危険区域等」
という。）に存しているかを評価します。
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　②評価基準
　ⅰ）需要
・政策空家を除く実空家率が11.3％未満の団地は「需要がある」と判断し、11.3％以上の団地は
「需要がない」と判定します。
		（実空家率の全体平均：11.3％（令和2年 4月1日現在））
・実空家率が11.3％以上で、過去3年間の平均応募倍率が１倍より低い団地は「需要がない」と
判定します。

　ⅱ）効率性
・敷地面積が5,000㎡未満の場合は、今後の建替事業において、同一敷地内での建替用地や整
備戸数の十分な確保が難しいことから、高度利用の可能性がないと判定します。
・敷地内に民間からの借地を含む場合（土地を取得する計画がある場合を除く）は、高度利用の
可能性がないと判定します。
・敷地の位置が市街化調整区域内の場合は、高度利用の可能性がないと判定します。

　ⅲ）立地
・団地から300 ｍ内に鉄道駅がある、もしくは300 ｍ以内にバス停留所がある場合に利便性が
高いと判定します。
・団地から500 ｍ内に公共施設や医療施設、教育施設などの日常生活に必要なサービス機能が
３つ以上ある場合には利便性が高いと判定します。
・災害危険区域等内にある場合は、個々の建物自体の安全性の有無にかかわらず、市営住宅とし
て継続的に管理する上での適地としては扱わないこととします。
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２）住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性
　住棟の現在の物理的特性を評価し、住棟の改善の必要性や可能性を評価します。住棟の改善の
必要性・可能性として、「改善不要」、「改善が必要」、「優先的な対応が必要（改善可能）」、「優先的
な対応が必要（改善不可能）」の４区分に分類します。

　①評価内容
　ⅰ）躯体の安全性
・耐震改修の必要性の有無と必要な場合の耐震改修の可能性を評価します。
・耐震性に問題があると判断され、かつ、耐震改修の実施が不可能な住棟は、「優先的な対応
が必要（改善不可能）」と評価します。なお、居住性を著しく低下させるなど改善を実施するこ
とが適切ではないと判断する場合も含めます。
・躯体の耐震性に問題はあるが耐震改修の実施が可能な住棟は、「優先的な対応が必要（改善
可能）」として評価します。
・躯体の耐震性に問題がないと判断された住棟は、居住性に係る改善の必要性の評価を行います。

　ⅱ）避難の安全性
・設計図書により二方向避難及び防火区画の確保の状況を評価し、確保されていない住棟につ
いては、改善による二方向避難及び防火区画の確保の可能性を判断します。
・改善による確保が可能な場合には「優先的な対応が必要（改善可能）」、確保が困難な場合に
は「優先的な対応が必要（改善不可能）」として評価します。

　ⅲ）居住性
・設計図書等により、居住性の現状及び改善の必要性を評価します。居住性は住戸面積、省エ
ネルギー性、バリアフリー性（住戸内、共用部分及び屋外）、住戸内の設備状況等を考慮します。
・居住性について課題がある場合は、原則、改善等を実施することが求められますが、例えば、
残りの供用期間が短い場合等においては、改善等を実施しないことも検討します。

　②評価基準
　ⅰ）躯体の安全性
・昭和 56 年の建築基準法施行令（新耐震基準）に基づき、設計、施工された住棟については耐
震性を有するものとします。
・昭和 56 年以前に建設された住棟で、既に耐震診断を行い耐震性が確認されたもの等について
は耐震性を有するものとします。
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　ⅱ）避難の安全性
・防火区画の確保は原則として新築時に法定に基づき計画されており、基本的に確保されている
とします。
・二方向避難の確保は原則として新築時に法定に基づき計画されていますが、３階建て以上の住
棟では、通常使用する住戸の玄関の他にバルコニーから隣戸等を経由して避難できる、または、
バルコニー設置の避難器具を使用して避難できる場合は確保されているとします。

　ⅲ）居住性
・住戸専用面積
部屋の間取りに応じて最低居住面積水準を満たしているか判定します。
1K～1DK：25㎡　　2K～2DK：30㎡　　3K～3DK以上：40㎡
・高齢化対応
共用部分における階段手摺の有無について判定します。
・浴室
浴室の有無について判定します。
・インフラ整備
住棟のインフラ整備が適切であるか判定します。公共下水道に接続されている、都市ガスや集
中プロパンが整備されている住棟は適切であると判定します。	
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３）１次判定結果
　２段階の検討結果を総合的に勘案し、事業手法を仮設定します。下表における区分のうち、「Ａ
グループ（継続管理する団地のうち、改善か建替かの判断を留保する団地・住棟）」及び「Ｂグルー
プ（継続管理について判断を留保する団地）」に区分された団地・住棟については引き続き2次判定
を実施し、それ以外のストックについては３次判定に進みます。
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（３）２次判定：１次判定において事業手法・管理方針の判断を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　留保した団地・住棟の事業手法の仮設定

　２次判定では、１次判定において事業手法・管理方針の判断（改善事業を実施するのか建替事業
を実施するのか、将来にわたって継続管理するのか建替を前提とせず当面管理するのか）を留保し
た団地・住棟を対象として、「ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）比較や当面の建替事業量の試算を踏ま
えた事業手法の仮設定」及び「将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定」の２段階の検討か
ら事業手法を仮設定します。

　１） ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）比較や当面の建替事業量の試算を踏まえた事業手法の仮設定
（Ａグループの事業手法の仮設定）

　１次判定において、Ａグループ（継続管理する団地のうち、改善か建替かの判断を留保する団
地・住棟）と判定した団地・住棟について、改善事業を実施する場合と建替事業を実施する場
合のライフサイクルコスト（ＬＣＣ）比較や、計画期間内での建替事業量試算により、事業手法（改
善または建替）を仮設定します。
　ライフサイクルコストについては、「公営住宅等長寿命化計画策定指針Ｑ＆Ａ（平成 30 年1月）
のライフサイクルコスト（ＬＣＣ）算定プログラム」を参考にして算出を行います。
　改善事業または建替事業を行い、耐用年数まで活用した場合のＬＣＣ結果を比較し、原則と
して、改善よりも建替を実施する方がＬＣＣを縮減できる場合にのみ、事業手法を建替と仮設定
します。
　１次判定の結果、Ａグループと分類された城前団地については、耐用年数を経過している住棟
が多く、また、城前団地建替計画に基づき、現在建替事業を進めていることから、比較検討に
適さないものと判断し、「建替」と仮設定します。

　２）将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定（Ｂグループの事業手法の仮設定）

　１次判定において、Ｂグループ（継続管理について判断を留保する団地）と判定した団地につ
いて、ストック推計を踏まえて将来的な活用の優先順位を検討し、将来にわたって「継続管理す
る団地」とするのか、将来的には他団地との集約等により用途廃止することを想定する「当面管
理する団地（建替を前提としない）」とするのかの判定を行い、さらに、事業手法を仮設定します。
　併せて、ストック推計や、将来における公的賃貸住宅や民間賃貸住宅等との役割分担を検討
した上で、市営住宅の新規整備についても検討を行います。
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（ⅰ）将来的な活用にあたっての優先順位
　１次判定に用いた社会的特性及び物理的特性に評点を付与し、住棟単位で合計して評価Ａ，Ｂ，
Ｃに分類して優先順位を付けます。

将来的な活用の優先順位付けのための評価基準

将来的な活用にあたっての優先順位付けの評価点

評価 合計点数 評価判定

Ａ 13点以上 継続管理する団地

Ｂ 11点以上 12点以下 当面管理する団地
（建替を前提としない）

Ｃ 10点以下 用途廃止を検討する団地

評価 合計点数 評価判定 判定基準 評点

社
会
的
特
性

需要 実空家率

10％未満 3

10％以上 20%未満 2

20％以上 1

政策空家 0

効率性

敷地形状
平坦地で規模が大きい（5,000㎡以上） 2

傾斜地、不整形または規模が小さい等 1

土地所有
市有地のみ 2

借地を含む 0

用途地域
市街化区域 1

市街化調整区域 0

立地

公共交通機関
鉄道駅またはバス停まで 300 ｍ以内 2

鉄道駅またはバス停まで 300 ｍを超える 1

公益施設等

5つ以上 3

3つ～ 4つ 2

2つ以下 1

物
理
的
特
性

居住性

住戸専用面積
間取りに応じた最低居住面積水準以上 1

間取りに応じた最低居住面積水準未満 0

浴室
浴室あり 1

浴室なし 0

その他 耐用年数
耐用年数を経過していない 1

耐用年数を経過している（計画期間中含む） － 1
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（ⅱ）Bグループの管理方針等の仮設定
　ストック推計プログラムにより算定した推計値と住宅ストックの現状値から、住宅供給量は十分に
充足しているものと考えられることから、（ⅰ）で評価した優先順位を基に、以下のとおり仮設定します。
　　・評価Aについて、「継続管理する団地」として仮設定します。
　　・評価 Bについて、「当面管理する団地（建替を前提としない）」として仮設定します。
　　・評価Cについて、「用途廃止を検討する団地」として仮設定します。
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３）２次判定結果
　２次判定では、１次判定において事業手法・管理方針の判断を留保した団地・住棟を対象として、
将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定を行います。
　なお、その他の団地・住棟は１次判定の結果のままとし、最終的に対象団地・住棟すべてを下記
の区分に従い、仮設定します。
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（４）３次判定：計画期間における事業手法の決定

１）集約・再編等の可能性を踏まえた団地・住棟の事業手法の再判定
　１次判定及び２次判定の結果を踏まえ、集約や再編等の検討対象となり得る団地や、異なる事業
手法に判定された住棟が混在する団地等は、効率的に事業を実施するため、必要に応じて建替や改
善等の事業手法を再判定します。あわせて、効率的な事業実施や地域ニーズへの対応等の観点から
総合的な検討を行い、最終的に対象団地・住棟すべての事業手法を決定します。

①団地単位での効率的活用に関する検討
　今後も継続管理していくと判定された団地において、改善、建替と判定された住棟が混在する場
合には、個別で事業手法を決定していくのではなく、団地全体の今後の事業がより効率的に実施で
きるように再検討したうえで、各住棟の事業手法を決定します。

②集約・再編等の可能性に関する検討
　一定の地域内に複数の団地が存在し、「用途廃止」や「優先的な用途廃止」、「優先的な建替え」、
「維持管理」などの異なる判定になっている場合には、複数の団地を１つの団地に移転集約して、そ
の他の敷地の有効利用を図っていくことが考えられるため、地域全体での判定結果を俯瞰し、各団
地の入居状況や地域の実情なども踏まえて検討したうえで、各団地の事業手法を決定します。

③地域ニーズへの対応等の総合的な検討
　まちづくりの視点や地域単位の視点や他の事業主体等との連携の視点など、総合的な検討を行い、
事業の内容や実施時期等を検討します。

２）事業費の資産及び事業実施時期の調整検討
　中長期的な期間（30 年程度）のうちに想定される改善事業、建替事業、維持管理等に係る年度
別事業費を試算し、今後の財政的な見通しを立てるとともに、財政負担の平準化のための事業実施
時期の調整を行います。

３）長期的な管理の見通しの作成
　上記において検討した事業実施時期を基に、全団地・住棟の供用期間、事業実施時期の見通し
を示した概ね 30 年程度の長期的な管理の見通しを検討します。

４）計画期間における事業手法の決定
　長期的な管理の見通しに基づき、計画期間内に実施を予定する事業（改善、建替、用途廃止）
を決定します。改善を実施する住棟は、住棟の物理的特性等を踏まえ、個別改善か全面的改善かを
決定します。
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以上の検討を踏まえた結果、下記のとおりとします。

　「維持管理」と判定された年貢町団地の簡平について、既に耐用年数を経過していることから、「当
面維持管理」とし、他団地との集約・建替を検討していきます。

　「優先的な建替」と判定された年貢町団地第１棟～第３棟については、過年度に大規模改善事業
により外壁改修や屋上防水の断熱改善、電気・給排水設備の改善工事を実施していることから、耐
用年限まで利用する「維持管理」とします。

　本町団地、緑町団地（簡平）、新横町団地（簡平）について、既に耐用年数を経過しているため、
改善を見送り、「当面維持管理」とします。なお、既に耐用年数を経過していることを踏まえ、今後
需要の見通しを踏まえながら、他団地との集約・建替について検討していきます。

　トドメキ団地については、改善の対象となるガスの供給方式に関して、団地の位置が供給エリア外
となっていることから、改善を見送り、「当面維持管理」とします。
　
　「用途廃止」と判定された特定公共賃貸住宅であるトドメキ団地の住棟については、住棟自体に
問題はないため、同団地内の他の住棟と合わせて、団地全体として「当面維持管理」とします。なお、
片柳町団地と合わせて、特定公共賃貸住宅の在り方について検討していきます。

　「用途廃止」と判定された高塚団地（簡平）については、旧河東町における「旧町ストック総合活
用計画」において、非現地での建替団地に位置付けられ、既に用地取得を終えております。また、
河東町に位置する市営住宅の平均応募倍率はいずれも1.0 以上であり、一定程度の需要があること、
取得済みである用地は公共交通の利便性が高く、周辺の公益施設等も充実していることから、非現
地での「建替」とし、「優先的な用途廃止」と判定された一揆塚団地をはじめ、周辺の他団地の集
約についても検討していきます。

　「用途廃止」「優先的な用途廃止」と判定された材木町団地について、別途実施した入居者アンケー
トの結果から現在地での需要が多いこと、一部借地はあるものの概ね市有地であること、公共交通
機関や公益施設等が充実していることから、規模を縮小し、また他団地の集約を検討しながら「建替」
を検討していきます。

　「用途廃止」と判定された団地については、周辺に複数の団地が存在する場合には、他団地への
集約を検討しながら、用途廃止に向けて整理していきます。
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５）３次判定結果
　以上の検討の結果から、下表のとおり事業を設定します。

６）計画期間における管理戸数の推移
　3次判定までの結果を基に、計画期間（10 年間）における管理戸数の推移を次の表に示します。
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